
１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １ 職員手当には退職手当を含まない。

２ 職員数は、平成29年４月１日現在の人数である。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の

給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １

２

３

※

千円

3,379,343

6,376

給与費 Ｂ／Ａ

比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正

（ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で

し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

給 料

8,217,023

千円

職員数

千円

2,361,643

千円

13,958,009 5,865

計 Ｂ

20,010,131

29年度
人

一人当たり給与費

(参考）中核市平均

千円

16.54,732,575 16.4

期末・勤勉手当

給 与 費

29年度
千円人

Ｂ

千円

Ｂ／Ａ

％ ％

区 分

121,447,254386,763

千円

Ａ

千円

合、②３年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善
の見込み

岡崎市の給与・定員管理等について

実質収支

28年度の人件費率

（参考）人 件 費歳 出 額

Ａ

住民基本台帳人口

（30年1月1日）

2,380

平成30年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場

（参考）一人当たり

区 分
人件費率

職員手当

地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と
地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／
（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
単純平均したものである。

職員の年齢構成が異なるため

H27.4.1
100.4 H27.4.1

100.1 H27.4.1
98.7

H28.4.1
101.1 H28.4.1

100.5 H28.4.1
99.1

H29.4.1
101.2

H29.4.1
100.2 H29.4.1

99.1

H30.4.1
101.5

H30.4.1
100.2 H30.4.1

99.1

90

95

100

105

110

岡崎市 中核市平均 全国市平均

（103.0） （104.1） （105.8）

（104.3）
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し
［ 実施 ］
（給料表の改定実施時期）

（内容）

②地域手当の見直し
（支給割合） 段階的に支給割合を引き上げることとし、平成27年４月１日から国基準４％に対し、
岡崎市においては８％支給。平成29年４月１日から国基準６％に対し、岡崎市においては９％、
平成30年４月１日から国基準６％に対し、岡崎市においては10.5％を支給。
（実施時期） 平成２７年４月１日より実施。

％ 4 ％ 5 ％ ％ ％
％ 8 ％ 8 ％ ％ ％

③その他の見直し内容

(5) 特記事項
平成15年４月１日 中核市移行
平成18年１月１日 額田町と編入合併

岡崎市の支給割合
国基準による支給割合

平成26年度
の支給割合

6

平成２９年度
の支給割合

8
3

激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
若年層については据え置き。高齢層については最大４％引下げ。

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１日）

支給割合の見直し等に取り組むとされている。

平成27年4月1日

一般職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

平成２７年度の支給割合

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

平成３０年度
の支給割合４月１日時点

9
6

10.5

遡及改定後

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、棒給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成30年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注） １

２

３

４

５

2,808,700

392,477

年収ベース（試算値）の比較

前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

また、「平均給与月額（国比較ベース）は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間

－ －

237,300

うち清掃職員

6,337,520
自家用乗用

自動車運転者 59.8 1.75

6,926,928

（平成27年～平成29年の３ヶ年平均）を使用している。

外勤務手当等を除いたもの）で算出している。
民間データは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査において公表されているデータ

-

1.72

2.24

12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては
年収ベースの「公務員（C)及び「民間（D)のデータは、それぞれ平均給与月額を

愛知県 324,70941.9

319,514中核市 404,71841.8

岡崎市

438,458

367,780

384,814

39.2

時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査に

岡崎市

対応する民間
の類似職種

50.0 317,574

325,085

396,689

平均給与月額

公 務 員

平均年齢
平均給与月額
（国比較ベース）

職員数 平均給料月額

364,904

平均年齢

374,938

384,435

430,144

303,777

廃棄物処理業
作業員

参 考

うち自動車運転手

うち清掃職員

379,435

232中核市

2.26

平均給与月額平均給料月額

328,637

293,000

375,483120

329,845

区 分

365,460

410,252

358,111

374,018

（A）

364,359

公務員（C） 民間(D) C/D

-

-

4,038,000

415,157

参考

平均給与月額

50.4

53.1うち用務員

49.3

愛知県

区 分

52.9

331,027

B

57

A/B

48.4

-

1.47

－

3,022,700

民 間

45.8

6,767,684

国

（国比較ベース）

312,623275

326,557

327,144

岡崎市 374

区 分

9

平均給与月額

用務員

2,553

－

平均年齢

技能労務職の職種と民間企業の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態
等の点において完全に一致しているものではない。

おいて明らかにされているものである。

1.86うち用務員

「平均給料月額」とは平成30年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の
平均である。
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

うち自動車運転手

55.6 207,200

410,940-43.5国

50.7 286,817
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(2) 職員の初任給の状況(平成30年４月１日現在）

大 学 卒 円 円 円

高 校 卒 円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成30年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

３ 一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(平成30年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注） １ 岡崎市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注） 10級には在級職員なし

409,800

349,600

468,200

国

423,554

経験年数30年

380,600262,00021.3

192,700

最高号給の
給料月額

303,800

14.7

351,875

経験年数20年

228,900

8.1

主査 155

一般行政職
376,442

愛知県

147,100

179,200

381,892

経験年数10年区 分

区 分 標準的な職務内容

288,000

職員数 構成比

224

副主幹

１ 級

26.4

142,600

大 学 卒

323,800

521,300

458,000

353,155

268,737

主幹

主事

-

１号給の
給料月額

277

10.8

高 校 卒

事務員 113

527,100

8.3

5.5

87

85

部長

262,300

407,700

１０ 級

33

1.8

0.0

７ 級

８ 級

９ 級

次長 3.1

0

部長

５ 級

６ 級

185,800

３ 級

一般行政職

318,500

392,600

課長

経験年数25年

岡崎市

４ 級

559,100

247,100

19

444,500

186,700

主任主査

58

151,500

区 分

152,200

２ 級

１級

10.8%

１級

11.6%

１級

11.2%

２級

26.4%
２級

23.3%
２級

16.7%

３級

14.7% ３級

14.2% ３級

17.5%

４級

21.3% ４級

22.8%
４級

22.8%

５級

8.3%
５級

7.7%
５級

9.4%

６級

8.1%
６級

9.4%
６級

9.4%

７級

5.5%
７級

5.7%
７級

7.4%

８級

3.1%
８級

3.3%
８級

3.5%

９級

1.8%

９級

2.0%
９級

2.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成30年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成30年４月１日現在）
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（３）昇給への人事評価の活用状況（岡崎市）

イ． 人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ． 人事評価を実施していない

活用予定時期

４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

千円 千円
（29年度支給割合） （29年度支給割合） （29年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

加算措置 加算措置 加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 3～20％ ・役職加算 5～20％
・管理職加算 4～25％ ・管理職加算 10～25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の反映状況（一般行政職） （岡崎市）

イ． 人事評価を活用している

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ． 人事評価を実施していない

活用予定時期

(2) 退職手当(平成30年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2～45%加算) (2～45%加算)
１人当たり平均支給額 千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した職員に支給された平均額である。

一般職員

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

○○

管理職員

活用している成績率
支給可能な
成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

○ ○ ○

－

支給実績が
ある成績率

47.709

岡 崎 市

（ 0.85 ）

47.709

○

一般職員
平成30年4月2日から平成31年4月1日

までにおける運用

（ 0.85 ）

24.58687524.586875

1,612

○

1.80

47.709

国

（ 1.45 ）

19.6695

1,420

21,874

1.80

平成30年4月2日から平成31年4月1日
までにおける運用

2.60

管理職員

○

活用している昇給区分

47.709

（ 1.45 ）

愛 知 県

28.0395

岡 崎 市

2.60
（ 0.85 ）

19.6695
33.27075

47.709

国

1,805

28.0395

1.80

39.7575
33.27075

（ 1.45 ）

47.709
39.7575

2.60
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(3) 地域手当(平成30年４月１日現在）

支給実績（29年度決算） 千円

％ 人 ％

％

％

(4) 特殊勤務手当(平成30年４月１日現在）

支給実績（29年度普通会計決算） 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年4月実績） ％

手当の種類 種類

特殊勤務手当手当一覧

101.5

105.8

6

ア 100円（専
ら家屋の評
価の業務に
従事した場合
200円）
イ 200円（滞
納整理の業
務に従事した
場合 300円）

技能労務職

330,421

10.5

一般行政職

ア 出張による固定資産の評価
イ 出張による市税又は税外収入の徴収又
は滞納整理

円

主な支給対象業務

出張による固定資産の評価

福祉事務所に勤務する職員が、専ら生活保
護に関する業務に従事

一般行政職

保健所医師手当 月額
保健所に勤務する医師が、公衆衛生業務に
従事した場合

150,000円

地域手当補正後ラスパイレス

26

39.6

左記職員に対する
支給区分と単価

国の制度（支給率）支給率

78,294

支給対象職員数

支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）

１回

岡崎市

（ラスパイレス指数）

支給対象地域

787,064

2,382

円

手当の名称

行旅病人等取扱
手当

賦課徴収業務手
当
※技能業務職は
固定資産評価作
業手当

ア 3,300円
イ 1,700円

日額 300円

日額

100円（専ら
家屋の評価
の業務に従
事した場合
200円）

日額

社会福祉業務手
当

一般行政職
税務職

主な支給
対象職員

73,853

医師職

ア 行旅死亡人又は生活保護の非保護者の
うち行旅死亡人に準ずるものの収容業務に
従事
イ 行旅病人の収容業務に従事
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防疫等業務手当
※技能業務職は
防疫等作業手当

取締業務手当
※技能業務職は
危険物保安手当

毒物、劇物又は有機溶剤を使用して行う試
験検査等

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律に規定する一類感染
症、二類感染症、指定感染症又は新感染症
の病原体を保有する者又はその疑いのある
者を救護する作業
イ 感染症の病原体を保有する動物若しくは
病害虫若しくは感染症の病原体の付着した
物件又はその疑いのある動物若しくは病害
虫若しくはその疑いのある物件を処理する作
業
ウ 狂犬病の予防等のため、犬その他の動
物の検診若しくは予防注射の補助作業若し
くは捕獲の作業又はこれらの抑留に必要な
作業

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員以
外の職員が、次に掲げる業務に従事した場
合

保健所に勤務する職員が、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第47条第1項の
規定による精神障害者に対する相談又は指
導を訪問して行う業務その他規則で定める
業務に従事

日額 200円

300円

250円

医療技術職
看護・保健職
研究職
一般行政職

医療技術職
看護・保健職

200円

有害物取扱手当

日額

日額

イ 狂犬病の予防等のため、犬その他の動
物の検診若しくは捕獲の業務又はこれらの
抑留に必要な業務に従事
ウ 獣医師の資格を有する職員が、家畜そ
の他の動物の診療業務に従事

技能労務職

ア 公害等の防止又は生活環境の保全のた
めに行う立入検査等
イ 消防法の規定による危険物の貯蔵又は
取扱に対する保安検査等

250円日額

日額

技能労務職

一般行政職
医療技術職
医師職

一般行政職
消防職

技能労務職
消防法の規定による危険物の貯蔵又は取扱
に対する保安検査等の作業

精神保健業務手
当

日額

ア 290円
イ 290円
ウ 300円（専
ら抑留に必
要な作業に
従事した場合
100円）

ア 290円
イ 300円（専
ら抑留に必
要な業務に
従事した場合
100円）
ウ 100円

日額

(ｱ) 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律に定める感
染症の患者若しくは感染症の病原体等
を保有する者又はこれらの疑いのある
者の救護
(ｲ) 感染症の病原体等に汚染され、又
は汚染されている疑いのある動物又は
病害虫の防疫
(ｳ) 感染症の病原体等の付着した物件
又は付着の疑いのある物件の防疫業務

毒物、劇物又は有機溶剤を使用して行う作
業
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災害応急業務等
手当
※技能業務職は
災害応急作業等
手当

用地交渉等手当

建築主事手当

日額

ア 巡回監視
の場合 710
円
イ 応急業務
等の場合
1,080円
ウ その他の
場合 840円

1,000円（業
務が深夜に
おいて行わ
れた場合 当
該額に100分
の50に相当
する額を加算
した額）

技能労務職

250円

高所業務手当 日額

日額

日額

ア 巡回監視
710円、応急
作業 1,080
円
イ 840円
ウ 500円

日額

ア 異常な自然現象により重大な災害が発
生し、若しくは発生するおそれがある次に掲
げる現場において行う巡回監視又は当該現
場における重大な災害の発生した箇所若し
くは発生するおそれの著しい箇所で行う応
急業務若しくは応急業務のための災害状況
の調査に従事

一般行政職
消防職

一般行政職

一般行政職

一般行政職
消防職

220円（地上
又は水面上
20メートル以
上の箇所で
行われた場
合 320円）

建築主事が、建築基準法第6条第1項の規
定に基づく建築物の建築等に関する確認そ
の他規則で定める業務に従事

地上又は水面上10メートル以上の足場の不
安定な箇所で行う監督、検査、消火活動等

事業に必要な土地の取得等に係る交渉又
は事業の施行により生ずる損失の補償に係
る交渉の業務に従事

(ｱ)河川の堤防等
(ｲ)道路法の規定に基づき通行が禁止
されている区間内の道路又はその周辺
(ｳ)鉄道施設等

イ 異常な自然現象又は大規模な事故によ
り重大な災害が発生した箇所又はその周辺
において行う災害警備、遭難救助、通信施
設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれら
に相当する業務で心身に著しい負担を与え
ると市長が認める業務に従事
ウ ア、イに掲げる業務に相当すると市長が
認める業務に従事した場合

ア 異常な自然現象により重大な災害が発
生し、若しくは発生するおそれがある河川の
堤防、通行が禁止されている区間内の道路
若しくはその周辺若しくは鉄道施設等にお
いて行う巡回監視又は当該現場における重
大な災害の発生した箇所若しくは発生する
おそれの著しい箇所で行う応急作業
イ 異常な自然現象又は大規模な事故によ
り重大な災害が発生した箇所又はその周辺
において行う災害警備、遭難救助又はこれ
らに相当する業務で心身に著しい負担を与
えると市長が認める作業
ウ 勤務時間条例第2条の規定により定めら
れた勤務時間以外の時間において、勤務の
時間帯その他に関し市長が定める特別な事
情の下で行う作業
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（ｱ）感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律に定める感染
症の患者若しくは感染症の病原体等を
保有する者又はこれらの疑いのある者
の検査業務
（ｲ） 血液の浄化又は水治療の業務

ア 下水管路内又は市営住宅の便槽内の補
修作業
イ 公共施設又は市営住宅の便所の清掃又
は補修の作業

月額

イ 病院等に勤務する医療技術職員が、解
剖又は検査を介助する業務に従事合
ウ 病院等に勤務する職員が、通常業務以
外に特に命ぜられた医療業務に従事

ア 獣医師の資格を有する職員又は医療職
給料表（２）の適用を受ける職員が、次に掲
げる業務に従事

下水道管理業務
手当
※技能業務職は
下水道等管理作
業手当

医療業務手当

放射線取扱手当
※技能労務職は
特殊現場作業手
当

診療収入の
100分の5以
内、診療所は
100分の20以
内で市長が
定める額

180円日額

350円（補助
業務 180円）

医師職診療手当

200円（専ら
供用済みの
汚水管又は
合流管の清
掃又は点検
の業務に従
事した場合
400円）

日額

日額

日額

ｱ 日額
ｲ 1回
ｳ 日額

技能労務職

医師職
医療技術職
看護・保健職

一般行政職

一般行政職
医師職
医療技術職
看護・保健職

技能労務職

エックス線その他の放射線を人体等に対し
て照射する業務の補助作業

ア 1,000円
イ 300円

病院又は診療所に勤務する医師並びに医
療技術職員及び看護等職員のうち市長が定
めるものが、診療の業務に従事

ア 200円（補
助業務に従
事した場合
100円）
イ 2,500円
ウ 市長が定
める額

エックス線その他の放射線を人体等に対し
て照射する業務

下水道施設の維持管理のため下水路の清
掃又は点検の業務に従事
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ア 病院等に勤務する看護等職員が、岡崎
市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する
条例第2条の規定により定められた勤務時間
による勤務の一部又は全部が深夜において
行われる看護等の業務に従事
イ 病院等に勤務する医療技術職員又は看
護等職員が、正規の勤務時間以外の時間に
おいて、勤務の時間帯その他に関し市長が
定める特別な事情の下で救急医療等の業務
に従事

消防職員が、次の業務に従事した場合
ア 火災の鎮圧又は災害の復旧の業務
イ 正規の勤務時間以外の時間において、
勤務の時間帯その他に関し市長が定める特
別な事情の下で消防の業務

消防職

技能労務職

技能労務職

消防職

技能労務職

技能労務職

その他教育
職

消防職員が、次の業務に従事した場合
ア 傷病者の救護若しくは搬送の業務又は
これらを補助する業務
イ 救急救命士法の規定による救急救命士
が診療の補助として救急救命処置の業務

交通を遮断することなく行う道路の維持修繕
等の作業又は降雪等により生じる危険を防
止するための除雪若しくは融雪剤散布の作
業

ア ボイラーの取扱作業又はガス若しくは電
気を使用して行う溶接作業
イ 動力草刈機又はチェンソーを使用して行
う作業

教育委員会に勤務する指導主事が、教育関
係職員の教科指導又は研修の業務に従事

病院又は診療所における汚物又は感染症
の病原体の付着した廃棄物若しくはその疑
いのある廃棄物の処理の作業

消防職員が、潜水器具を着用して行う救助
の業務に従事

道路上作業手当 日額

日額
汚物等処理作業
手当

300円

猛獣等飼育作業
手当

日額

月額

300円
動物園で行う猛獣、猛きんその他これらに類
する動物の飼育作業

300円（除雪
の作業 450
円）

市長が定める
額

指導主事手当

動力機械等取扱
手当

消防業務手当

１回

１回

日額

潜水業務手当 時間額

ア 200円
イ 400円

１回

救急救命業務手
当

夜間看護等手当

消防職

医療技術職
看護・保健職

310円

ア 200円
イ 250円

500円（消防
用自動車を
運転した場合
750円）

ア 勤務時間
が深夜の全
部を含む勤
務 6,800円、
深夜の一部
を含む勤務
で、深夜にお
ける勤務時
間が4時間以
上の場合
3,500円、2時
間以上4時間
未満の場合
3,000円、2時
間未満の場
合 2,100円
イ 1,620円
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(5) 時間外勤務手当

支給実績（29年度決算） 千円

職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）

支給実績（28年度決算） 千円

職員1人当たり平均支給年額（28年度決算） 千円

523,687

千円

技能労務職

ア 下水終末処理場における下水の処理又
はし尿処理場におけるし尿の収集、運搬若
しくは処分の作業
イ 廃棄物の収集、運搬若しくは処分の作業
又は作業用機械の整備作業

特殊現場作業手
当

日額
ア 1,000円
イ 900円

474,888

276

235

除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

の４月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外手当の支給対象とはならない職員を

（注） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度
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(6) その他の手当(平成30年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

648,000

同じ

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午
前5時までの間に勤務することを命ぜられた職
員
勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の
100分の25

126,568

―

873,431

1,296

224,582

一部
異なる

115,500

宿日直勤務を命ぜられた職員
一回4,200円（執務が行われる時間が通常の

2分の1に相当する時間である日に退庁時から
引き続いて行われる場合 6,300円、勤務時間
が５時間未満の場合 50/100）
常直 一月21,000円（日数が2分の1以下の

場合 10,500円）

―

宿日直
手当

38,983

291,726

支給実績
（29年度普通
会計決算）

2,718

夜間勤務
手当

131,795

支給区分

同じ

231

自動車等使用
者の距離区分
及び支給額

110,632

管理職員
特別勤務
手当

規則で定める職員が臨時又は緊急の必要そ
の他の公務の運営の必要により週休日又は休
日等に勤務した場合
勤務１回につき管理職手当の区分に基づき
6,000円～12,000円
勤務に従事した時間が6時間を超える場合
100分の150

15,270

国の
制度と
の異同

国の制度と
異なる内容

34,500276

同じ

支給区分及び
支給額

異なる

一部
異なる

514,824

288,827

237,847220,722―扶養手当

支給職員1人
当たり平均
支給年額（29
年度決算）

113,509―同じ住居手当

内容及び支給単価

借家居住者 12,000円を超える家賃の額に応
じ、最高27,000円

手 当 名

支給対象者及
び区分

同じ

一部
異なる

管理職
手当

通勤手当

―

公所を異にする異動又は在勤する公所の移
転に伴い、転居し、やむを得ない事情により同
居していた配偶者と別居し、単身で生活するこ
とを常況とし、制限距離（60km）を満たす職員
に支給 30,000円（距離が100km以上である場
合 距離に応じ8,000円～70,000円加算）

医療職 10,000円、15,000円

―

管理又は監督の地位にある職員のうち規則で
定めるものに支給 50,000円～114,200円

配偶者 6,500円
子 10,000円
父母等 6,500円
満１６歳～２２歳年度の子の加算 5,000円

初任給調
整手当

単身赴任
手当

休日勤務
手当

休日において正規の勤務時間中に勤務するこ
とを命ぜられた職員 勤務１時間につき勤務１
時間当たりの給与額×135/100

交通機関利用者 運賃等相当額（上限55,000
円）
自動車等使用者 通勤距離に応じて支給（上
限29,300円）

同じ

13



５ 特別職の報酬等の状況(平成30年４月１日現在）

（参考）中核市における最高／最低額

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

（29年度支給割合）

月分

（29年度支給割合）

月分

（算定方式） （１期の手当額）

給与月額×在職月数×50/100 円 任期毎

給与月額×在職月数×40/100 円 任期毎

(注） 退職手当の「1期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

勤めた場合における退職手当の見込額である。

６ 職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注） １ 職員数は一般職に属する職員数である。
２ [ ]内は、条例定数の合計である。

3,709 3,768 59
＜参考＞

[3,802] [3,873] [71]

2

合 計

介護保険事業の推進

市税賦課業務体制の充実等

584,000827,000

議 長

937,000

職 員 数

974,000

給 料 月 額 等

1,206,000 722,400市 長

副 市 長

0

1

2

333

101

10

17

700,000

普
通
会
計
部
門

317

副 議 長

668,000

372

1,809

28

部 門

議 員

709,200

475,000

対前年
増減数

504,000

95

382

2,427

76

▲ 7

（支給時期）

89

59

202

331

1,843

2

2,380

322

86

1,086

期
末
手
当

26,784,000

98

人

608

323

森林法改正への対応等

平成29年

人 人

736,000議 長
報
酬

給
料

47

34

10

▲ 9

市 長

121,098
公
営
企
業
等

会
計
部
門

25

3

事務の充実

614,000

748,000

平成30年

3.25

副 市 長

市 長

東部、岩津地区の開発推進等

3

▲ 3

74

主な増減理由
区 分

17,990,400

3.25

議 員

区 分

保育士の充実等

新規事業による業務増加等

44.70

地域消防力の強化等

（中核市の人口１万人当たり職員数

＜参考＞

事務の統廃合

（中核市の人口１万人当たり職員数

＜参考＞

62.75

人口１万人当たり職員数

新規事業による業務増加等

副 市 長

47.65

農林水産

退
職
手
当

税 務

633

5

小 計

小 計

民 生

その他

衛 生

教育部門

計

一
般
行
政
部
門

労 働

消防部門

土 木

議 会

総 務

商 工

55下水道

31

16

340

199

102

1,116,000

副 議 長

病 院

水 道

人口１万人当たり職員数 97.42

1,329 1,341

医療体制の充実

4

事務の統廃合

事務の統廃合等

3

12

62.13

人口１万人当たり職員数

下水管更新対応等
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（２） 年齢別職員構成の状況（平成30年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（３） 職員数の推移
（単位：人・％）

部門別

(注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

3,768

3,709

(8.8%)

3,442

199193 202 (5.8%)

382372

3,768

(9.9%)

1,316

2,4272,3802,233

(4.9%)

1,3411,3291,233

3,504

1,2961,271

2,2082,2242,209

3,5493,495

364 369

191 188190

366363

1,8431,8091,6711,6541,6711,654

総合計

公営企業
会計計

普通会計計

消防

教育

一般行政

551

年度
30年29年28年27年26年25年

375

40歳

職員数
37323

～ ～

35歳

～

369478

～

235

47歳 55歳43歳

292357

31歳
計

20歳

未満

20歳

23歳

28歳
～区分
27歳

24歳
～

52歳

326

108

218

～

(9.5%)

51歳

381

過去5年間の
増減数（率）

～

11

44歳36歳
～

以上

32歳

18

～

(11.4%)

60歳

59歳

56歳48歳
～

56278

～

39歳

189
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７ 公営企業職員の状況
(1) 水道事業

①職員給与費の状況
ア 決算

(注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費140,254千円を含まない。

(注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。
２ 職員数は、30年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項
なし

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（30年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

(注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

千円 千円

（29年度支給割合） （29年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

加算措置 加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成30年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2～45%加算) (2～45%加算)
１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額 千円 千円
（注） 退職手当の一人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した職員に支給された平均額である。

千円

（参考）全国市平均

平成28年度の総費用に

（参考）

6,820

1,612 21,874

47.709 47.709 47.709 47.709

千円千円4,220 19,450

39.7575 47.709
28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

（ 1.45 ） （ 0.85 ） （ 1.45 ） （ 0.85 ）

39.7575 47.709

岡崎市

19.6695 24.586875 19.6695

岡崎市水道事業 岡崎市

1,704 1,420

2.60 1.80

314,987

2.60 1.80

568,688
530,198

岡崎市水道事業
団体平均

平均月収額

43.6

平均年齢

6,148

24.586875

39.2 303,777

区 分

給 料
区 分

職員数

千円 千円
101 397,448 119,205 172,123 688,776

29年度
9.6

％

一人当たり給与費

千円

29年度
人 千円 千円

職員手当

B/A

Ｂ／Ａ

％

占める職員給与費比率

総費用 純損益 職員給与費

給 与 費
期末・勤勉手当Ａ

6,752,491 610,188 548,522

計 Ｂ

A B

職員給与費比率

総費用に占める

基本給

区 分

8.1
千円 千円

岡崎市水道事業

一人当たり給与費

千円
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ウ 地域手当（平成30年４月１日現在）
支給実績（29年度決算） 千円

％ 人 ％

エ 特殊勤務手当（平成30年4月1日現在）
支給実績（29年度決算） 千円
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年4月実績） ％
手当の種類 種類

日額

200円（滞納
整理の業務
に従事した場
合 300円）

1,905
36,634

500円

災害応急業務手
当

右の業務に従事した
職員

ウ 勤務時間条例第2条の規定により
定められた勤務時間以外の時間にお
いて、勤務の時間帯その他に関し市
長が定める特別な事情の下で行う作

業

1回

右の業務に従事した
職員

日額

日額 290円

危険物保安手当 200円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

滞納整理業務手
当

出張による水道料金、下水道使用
料、修繕工事費等の徴収又は滞納整
理の業務

毒物、劇物又は有機溶剤を使用して
行う業務

日額 250円

日額

防疫等業務手当
※技能業務職は
防疫等作業手当

右の業務に従事した
職員

感染症の病原体を保有する動物若し
くは病害虫若しくは感染症の病原体
の付着した物件又はその疑いのある
動物若しくは病害虫若しくはその疑
いのある物件を処理する業務

有害物取扱手当
右の業務に従事した
職員

ア 異常な自然現象により重大な災
害が発生し、若しくは発生するおそれ
がある河川の堤防、通行が禁止され
ている区間内の道路若しくはその周
辺若しくは鉄道施設等において行う
巡回監視又は当該現場における重
大な災害の発生した箇所若しくは発
生するおそれの著しい箇所で行う応
急作業
イ 異常な自然現象又は大規模な事
故により重大な災害が発生した箇所
又はその周辺において行う災害警
備、遭難救助又はこれらに相当する
業務で心身に著しい負担を与えると
市長が認める作業

ア 巡回監視
710円、応急
作業 1,080
円
イ 840円

ア 200円
イ 400円
ウ 400円

1回

円
55.9

9
手当の名称

右の業務に従事した
職員

消防法の規程による危険物の貯蔵又
は取扱いに対する保安検査等の業
務

一般行政職の制度（支給率）

610.5
支給率 支給対象職員数

93
支給対象地域

ア ボイラーの取扱作業又はガス若し
くは電気を使用して行う溶接作業
イ 舗装用エンジンランマー機の運転
業務またはコンクリート用ブレイカーを
使用して行う業務
イ 動力草刈機又はチェンソーを使
用して行う作業

38,227
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算） 378,485 円

岡崎市

動力機械等取扱
手当

右の業務に従事した
職員

主な支給対象職員
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夜間特殊業務手当

オ 時間外勤務手当
支給実績（29年度決算） 千円
職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）
支給実績（28年度決算） 千円
職員1人当たり平均支給年額（28年度決算）

カ その他の手当（平成30年４月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円371 4,699

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員のうち規則で
定めるものに支給 50,000円～114,200円

休日勤務
手当

休日において正規の勤務時間中に勤務するこ
とを命ぜられた職員 勤務１時間につき勤務１
時間当たりの給与額×135/100

同じ ―

同じ ―

― 5,666 283,300

9,029 106,228

11,399 814,243

の４月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外手当の支給対象とはならない職員を

一般行政職
の制度と

異なる内容
手 当 名

通勤手当

交通機関利用者 運賃等相当額（上限55,000
円）
自動車等使用者 通勤距離に応じて支給（上
限29,300円）

同じ ―

住居手当
借家居住者 12,000円を超える家賃の額に応
じ、最高27,000円

同じ

扶養手当

配偶者 6,500円
子 10,000円
父母等 6,500円
満１６歳～２２歳年度の子の加算 5,000円

同じ ―

内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

支給実績
（29年度決

算）

日額

地上若しくは水面上10メートル以上
の足場の不安定な箇所又は地表下4
メートル以上の深所で行う監督、検査
等の業務

（注） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度

支給職員1人当
たり平均支給年
額（29年度決

算）

15,892 278,807

220円（地上
若しくは水面
上20メートル
以上又は地
表下10メート
ル以上の箇
所で行われ
た場合 320
円）

勤務時間が
深夜の全部
を含む勤務
1,000円
勤務時間が
深夜の一部
を含む勤務
で、深夜にお
ける勤務時
間が2時間以
上の場合
730円
2時間未満の
場合 410円

日額

400円

高所等業務手当
右の業務に従事した
職員

取水路等処理手
当

右の業務に従事した
職員

取水路等に滞留した汚泥のしゅんせ
つ業務又は処理業務

日額

正規の勤務時間による勤務の一部又
は全部が深夜（午後10時から翌日の
午前5時までの間をいう。）に置いて
行われる浄水場における水質の維持
管理の業務

千円391
30,908

右の業務に従事した
職員

316 千円
27,146

除く。）であり、短時間勤務職員を含む。
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(2) 下水道事業
①職員給与費の状況
ア 決算

(注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費143,532千円を含まない。

(注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。
２ 職員数は、30年３月31日現在の人数である。

イ 特記事項
なし

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（30年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

(注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

千円 千円

（29年度支給割合） （29年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

加算措置 加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成30年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2～45%加算) (2～45%加算)
１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額 千円 千円
（注） 退職手当の一人当たり平均支給額は、平成28年度に退職した職員に支給された平均額である。

（参考）

職員給与費比率 平成28年度の総費用に

A B B/A 占める職員給与費比率

29年度
千円 千円 千円 ％ ％

8,033,828 552,488 175,204 2.2 2.2

区 分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

29年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

55 179,081 63,644 76,012 318,737 5,795
（参考）全国市平均

一人当たり給与費

団体平均 39.2 303,777 530,198

千円
6,128

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

岡崎市下水道事業 岡崎市

1,382 1,420

2.60 1.80 2.60 1.80
（ 1.45 ） （ 0.85 ） （ 1.45 ） （ 0.85 ）

岡崎市下水道事業 岡崎市

20.445 25.55625 20.445 25.55625
29.145 34.5825 29.145 34.5825
41.325 49.59 41.325 49.59
49.59 49.59 49.59 49.59

0 千円 0 千円 1,612 21,874

区 分
総費用 純損益 職員給与費

総費用に占める

岡崎市下水道事業 35.0 285,279 524,500
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ウ 地域手当（平成30年４月１日現在）
支給実績（29年度決算） 千円

％ 人 ％

エ 特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）
支給実績（29年度決算） 千円
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（29年4月実績） ％
手当の種類 種類

オ 時間外勤務手当
支給実績（29年度決算） 千円
職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）
支給実績（28年度決算） 千円
職員1人当たり平均支給年額（28年度決算）

カ その他の手当（平成30年４月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

17,297
支給職員1人当たり平均支給年額（29年度決算） 303,456 円
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

岡崎市 10.5 57 6

0
0 円

0.0
1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 主な支給対象職員

滞納整理業務手
当

右の業務に従事した
職員

出張による水道料金、下水道使用
料、修繕工事費等の徴収又は滞納整
理の業務

日額

200円（滞納
整理の業務
に従事した場
合 300円）

23,138
538 千円

28,756
625 千円

（注） 職員１人あたり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外手当の支給対象とはならない職員を

除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

手 当 名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

支給実績
（29年度決

算）

支給職員1人当
たり平均支給年
額（29年度決

算）

扶養手当

配偶者 6,500円
子 10,000円
父母等 6,500円
満１６歳～２２歳年度の子の加算 5,000円

同じ ― 5,429 208,823

住居手当
借家居住者 12,000円を超える家賃の額に応
じ、最高27,000円

同じ ― 4,898 272,084

通勤手当

交通機関利用者 運賃等相当額（上限55,000
円）
自動車等使用者 通勤距離に応じて支給（上
限29,300円）

同じ ― 4,802 106,708

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員のうち規則で
定めるものに支給 50,000円～114,200円

同じ ― 7,981 570,061

休日勤務
手当

休日において正規の勤務時間中に勤務するこ
とを命ぜられた職員 勤務１時間につき勤務１
時間当たりの給与額×135/100

同じ ― 81 1,876
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